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	交付条件
	⑴ 当該年度内に行われる教育旅行であること。 ⑵ いわき市の宿泊施設に1泊以上宿泊し、市内の観光施設を1施設以上利用すること。 ⑶ 参加児童（生徒）数が30名以上であること。 ⑷ 国、地方公共団体その他公的な機関から本事業と同様の性質を持った補助金、助成金その他資金援助を受けていないこと。
	申請と交付の流れ
	※詳しい要綱や規定、各様式はホームページ（前面）よりダウンロードしてください。

	教育旅行 事業者
	【申請期限】 事業実施10日前まで必着
	(一社） いわき観光 まちづくり ビューロー
	①交付申請 【提出書類】 ●教育旅行誘致促進事業助成金　交付申請書 ●教育旅行実施計画書（第1号様式） ●教育旅行日程表＜計画＞（様式自由：市内観光施設等1施設以上利用が確認できるもの） ●その他、会長が必要と認める書類
	②交付決定通知 ●交付決定通知書（第7号様式）を郵送にて通知
	報告期限】 旅行催行後30日以内まで必着

	③実施報告書 【提出書類】 ●補助金等実績報告書（第3号様式） ●教育旅行日程表＜実績＞（様式自由：市内観光施設等1施設 以上利用が確認できるもの）●宿泊証明書（第4号様式） ●その他、会長が必要と認める書類
	④補助金等の交付確定通知 ●補助金等確定通知書（第8号様式）を郵送にて通知
	⑤交付請求 【提出書類】 ●補助金等交付請求書（第5号様式）
	⑥助成金の交付 ※交付請求後速やかに振込


